
  ○大府市マイクロチップ装着費補助金交付要綱 

 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、飼い犬及び飼い猫へのマイクロチップ装着を促進し、災害の発

生時等において飼い主と離れてしまった飼い犬等の早期返還を実現するため、予算

の範囲内において交付する大府市マイクロチップ装着費補助金（以下「補助金」と

いう。）に関し、大府市補助金等交付規則（昭和４６年大府市規則第７号）に定め

るもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

 （用語の定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによ

る。 

⑴ 飼い犬等 飼い犬及び飼い猫をいう。 

⑵ 飼い主 飼い犬等の所有者をいう。 

⑶ マイクロチップ 動物の愛護及び管理に関する法律（昭和４８年法律第１０５号。

以下「法」という。）第３９条の２第１項のマイクロチップをいう。 

⑷ 指定登録機関 法第３９条の１０第１項の指定登録機関をいう。 

（補助対象者） 

第３条 補助金の交付の対象となる者（以下「補助対象者」という。）は、飼い主であって

次の各号のいずれにも該当する者とする。 

⑴ 大府市内に住所を有する個人 

⑵ 大府市税を滞納していない世帯に属する者 

⑶ 飼い犬においては、狂犬病予防法（昭和２５年法律第２４７号）第４条に基づく登録

が済んでいる者 

（補助対象経費及び補助金額） 

第４条 補助金の交付の対象となる経費は、補助対象者が、市長が指定する獣医師（以下

「実施獣医師」という。）において、自己の飼い犬等（法第１０条第１項に規定する第一

種動物取扱業を営む者が営利を目的として飼養しているもの及び法第３９条の２第１項の

規定により犬猫等販売業者が装着義務を負うものを除く。）にマイクロチップを装着する

費用とする。ただし、１世帯につき飼い犬又は飼い猫の別なく２頭を限度とする。 

２ 補助金の額は、１頭当たり１,５００円とする。 

 （実施獣医師の指定） 

第５条 実施獣医師は、市が公益財団法人愛知県獣医師会に委託している犬の鑑札及び狂犬

病予防注射済証の交付手数料の徴収事務を行っている獣医師その他市長が適当と認める獣

医師で、希望する者を市長が指定する。 

 （実施獣医師の指定の取消し） 

第６条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、実施獣医師の指定を取り消すこと

ができる。 

⑴ 取消しの申告があったとき。 

⑵ 施術実施の報告及び補助金の交付の請求を著しく遅滞したとき。 



 ⑶ その他実施獣医師としてふさわしくない行為があったとき。 

（補助の実施方法等） 

第７条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、実施獣医師の中

からマイクロチップを装着させる獣医師を選定し、あらかじめ当該獣医師と装着を実施す

る日（以下「実施予定日」という。）を調整した上で、その日から起算して１４日前まで

に、市長に大府市マイクロチップ装着費補助金補助券交付申請書（第１号様式）を提出し

なければならない。 

２ 市長は、前項の規定による申請があった場合において、その内容を審査し、適当と認め

るときは、申請者に対し、実施予定日から起算して３日前までに大府市マイクロチップ装

着費補助金補助券（以下「補助券」という。）（第２号様式）の交付を行うものとする。 

３ 補助券の交付を受けた申請者が、補助券に記載の委任条項（補助金の交付申請、請求及

び受領に関する権限を実施獣医師に委任する旨の意思表示）に署名の上、実施獣医師に補

助券を提示して飼い犬等へマイクロチップを装着させたときは、施術費用から補助券記載

の補助金額の控除を受けることができる。ただし、補助券の有効期間は、交付を受けた日

から実施予定日を７日経過した日又は３月３１日のいずれか早い日までとする。 

４ 補助券を利用して装着を実施させた申請者は、装着を実施した日から３０日以内に当該

マイクロチップに記録された識別番号を指定登録機関に登録しなければならない。 

 （補助金の交付申請） 

第８条 前条第３項の規定により補助券の提示を受けてマイクロチップ装着を実施した実施

獣医師は、装着を実施した日が属する月（以下「実施月」という。）の翌月１０日（実施

月が３月の場合は３月３１日）までに、大府市マイクロチップ装着費補助金交付申請書兼

請求書（第３号様式）に提示された補助券を添えて、市長に提出しなければならない。 

 （補助金の交付決定及び支払） 

第９条 市長は、前条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めら

れるときは、交付を決定し、大府市マイクロチップ装着費補助金交付決定通知書（第４号様

式）により当該実施獣医師に通知し、交付すべき補助金の額を支払うものとする。 

 （譲渡の禁止） 

第１０条 申請者は、補助券を他人に譲渡し、又は担保に供してはならない。 

 （補助金の返還） 

第１１条 市長は、実施獣医師に委任して補助金の交付を受けた申請者が次の各号のいずれ

かに該当する場合は、申請者に対し、交付した補助金の全部又は一部を返還させることが

できる。 

 ⑴ 提出書類に虚偽の事項の記載、又は不正の行為があったとき。 

 ⑵ 第７条第４項に定める登録を行わないとき。 

 （実績報告） 

第１２条 大府市補助金等交付規則第１０条の規定に基づき行う実績報告は、第８条に規定

する補助金の交付申請をもってこれに代えるものとする。 

 （委任） 

第１３条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。 

   附 則 



 （施行期日） 

１ この要綱は、令和４年６月１日から施行する。 

 （要綱の失効） 

２ この要綱は、令和７年３月３１日限り、その効力を失う。ただし、同日以前にこの要綱

の規定に基づき、既になされた補助金の交付の申請は、この要綱の失効後も、なお従前の

例による。 

  



第１号様式（第７条関係） 

 

大府市マイクロチップ装着費補助金補助券交付申請書 

 

  年  月  日  

 大 府 市 長 様 

申請者  住  所                 

(飼い主) 氏  名                 

電話番号                 

 

 大府市マイクロチップ装着費補助金交付要綱第７条第１項の規定に基づき、次のとおり

申請します。 

 

 チェックボックスには該当するものに☑を付けてください。 

申請 

□１頭目  □２頭目 

※犬猫は区別せずに通算します。 

※同一世帯で飼い主が異なる場合も通算します。 

装着対象 

□ 犬 

□ 猫 

名  前  

飼養場所  

鑑札番号 

※犬のみ 
   年     号 

生年月日    年  月  日 性  別 □オス □メス 

品  種  毛  色  

実施獣医師名 

又は動物病院名 
 

実施日の予約 

□予約している （実施予定日：   年  月  日） 

□予約していない  

※実施予定日が決まっていない場合は補助券を交付できません。 

 

 (市使用欄) 

 

 

市税滞納状況確認 

月  日 

 



第２号様式（第７条関係） 

 

大府市マイクロチップ装着費補助金補助券 

 

（表面） 

大府市マイクロチップ装着費補助金補助券 
 

申請者（飼い主）        様        交付日   年  月  日 

装着 

対象 
区分 犬・猫 

名前  性別  

生年月日  
鑑札番号 
※犬のみ 

 

実施獣医師名  実施予定日 年  月  日 

有効期限 
年  月  日までに装着を実施させてください。 

期限経過後の装着は補助対象外となります。期限内の装着が困難に

なったときは、速やかに  課（ -   ）へ連絡してください。 

 

（裏面） 

使用方法 

 下記の委任状欄に自署の上、実施獣医師に提示してください。 

 補助金額は１頭あたり一律 1,500 円です。実施獣医師に補助金額

を差し引いた装着費用をお支払いください。 

 装着を実施した日から 30 日以内に、マイクロチップに記録され

た識別番号（15 桁）を指定登録機関に登録してください。詳し

くは実施獣医師にお尋ねください。 
 
委任状 

表面記載の実施獣医師を代理人と定め、大府市マイクロチップ装着費補助金の交付申

請、請求及び受領に関する権限を委任します。 

申請者（飼い主）氏名              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第３号様式（第８条関係） 

 

大府市マイクロチップ装着費補助金交付申請書兼請求書 

 

     年  月  日

  

大 府 市 長 様 

 

      動物病院名                    

           受任者  実施獣医師名              

 

大府市マイクロチップ装着費補助金交付要綱第８条の規定に基づき、別添補助券に

記載のとおり、別紙申請者から受任した補助金の交付申請、請求及び受領に関する権限

により、マイクロチップ装着費補助金の交付を受けたいので、次のとおり申請します。 

 

実施月            月分 

補助金額（頭数） 

※一頭あたり1,500円 
           円（犬   頭／ 猫   頭） 

振 

込 

口 

座 

金 融 機 関 名 

         銀  行 

         農  協          本店 

         信用金庫          支店 

         信用組合          出張所 

預 金 種 別    普 通      当 座 

口 座 番 号  

ﾌﾘｶﾞﾅ 

名 義 人 氏 名 
 

添付書類 
① 別紙 申請者一覧 

② 別添 補助券 

※ 実施月の翌月１０日（実施月が３月の場合は３月３１日）までに申請してください。 

 

 



（別 紙） 

申請者一覧 

申請者（飼い主） 

氏 名 
区 分 名 前 

マイクロチップ 

識別番号(15桁) 
実施日 

○○ ○○ 犬・猫 ○○○ ○○○○○○○○○○○○○○○ ○月○日 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

  



第４号様式（第９条関係） 

                                                        第      号 

                            年    月    日 

             様 

 

大府市長           印 

 

大府市マイクロチップ装着費補助金交付決定通知書 

 

     年  月  日付けで申請のありました大府市マイクロチップ装着費補助金の

交付について、大府市マイクロチップ装着費補助金交付要綱第９条の規定に基づき、下記

のとおり決定したので通知します。 

 なお、補助金は指定の金融機関口座に振り込みます。 

 

記 

 

           金                円 

 

 


